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保険料額（年額）
（上限57万円）

均等割額
47,603円

所得割額
（※総所得金額等－33万円）×所得割率9.70％＝ ＋

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
の
保
険
料
は
、
市
町
村
民

税
の
課
税
区
分
（
課
税
・
非
課
税
）

お
よ
び
前
年
の
合
計
所
得
金
額
な

ど
に
基
づ
き
決
定
す
る
た
め
、
こ

れ
が
確
定
す
る
６
月
以
降
で
な
け

れ
ば
決
ま
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
25
年
度
以
前

か
ら
継
続
し
て
特
別
徴
収
に
よ
り

納
付
さ
れ
て
い
る
方
の
、
平
成
26

年
４
月
、
６
月
お
よ
び
８
月
の
保

険
料
は
、
基
本
的
に
平
成
26
年
２

月
に
年
金
か
ら
徴
収
し
ま
し
た
保

険
料
額
と
同
じ
額
を
「
保
険
料
仮

徴
収
額
」
と
し
て
徴
収
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
６
月
に
保
険
料
が
決
ま
る
関

係
で
、
８
月
の
金
額
が
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
26
年
度
の
介
護
保

険
料
額
決
定
通
知
は
、
６
月
中
旬

に
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
仮
徴
収
額
の
通
知
は
、

省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引

き
）
の
方
法

普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座

振
替
で
納
付
）
対
象
の
方
へ

　

特
別
徴
収
の
部
分
で
も
述
べ
ま

し
た
が
、
平
成
26
年
度
の
保
険
料

額
は
６
月
以
降
で
な
け
れ
ば
決
定

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
普
通
徴

収
の
方
に
つ
い
て
も
、
平
成
25
年

度
の
保
険
料
額
を
基
に
第
１
期（
４

月
）
分
の
保
険
料
を
徴
収
し
ま
す
。

こ
れ
を
暫
定
賦
課
と
言
い
、
４
月

中
旬
に
１
回
分
の
納
付
書
（
通
知

書
）
を
送
付
し
ま
す
。

　

そ
の
後
６
月
に
保
険
料
額
が
確

定
し
ま
す
の
で
、
年
額
か
ら
第
１

期
分
を
差
し
引
い
た
額
を
残
り
の

５
回
の
納
期
で
分
け
て
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
こ
の
決
定
通
知
に

つ
い
て
は
特
別
徴
収
と
同
じ
く
６

月
中
旬
に
送
付
い
た
し
ま
す
。

町
長
の
任
期
満
了
に
伴
う

選
挙
を
本
年
６
月
29
日
㈰
に
行
い
ま
す

平成26・27年度の
後期高齢者医療保険料率を決定しました
後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）は２年ごとに見直されます。
▶問合せ　保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１
　　　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合（コールセンター）☎０７８（３２６）２０２１

　医療給付費の増加などによる保険料の大幅な上昇を抑制す
る趣旨から、広域連合決算剰余金約39億円の全額活用と、兵庫
県に設置されている財政安定化基金から約34億円を取り崩し
て、合計約73億円を繰り入れることにより、１人当たり保険料
額の上昇幅を833円（均等割額を１,600円、所得割率を0.56ポ
イント）、1.1％の伸び率の上昇に抑えています。

●兵庫県の平成26・27年度保険料の計算方法
　年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計と
なります。保険料額（年額）の上限が55万円から57万円に変更となります。

※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得
控除額、必要経費のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません）

●保険料額の通知について　　
　　個人ごとの保険料額は７月上旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

●所得の低い方の軽減
　以下の方は、平成25年中の所得に応じて平成26年度の保険料額が軽減されます。平成26年度から５割及び２
割の軽減対象が拡大しました。（５割軽減の基準について、24.5万円を乗ずる被保険者数の範囲に被保険者であ
る世帯主を含めるよう変更になりました。２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額が35万円から45
万円に変更になりました）

①均等割額　平成25年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定の金額以下の方

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準以下の世帯 軽減割合（軽減後均等割額：年額）

基礎控除額
(33万円）

被保険者全員の各所得
（年金所得は控除額を80万円として計算）が０円 ９割（4,760円）

上記以外 ７割（14,280円）→ 8.5割（注１）（7,140円）

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者の数 ５割（23,801円）

基礎控除額（33万円）＋45万円×被保険者の数 ２割（38,082円）

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定され
ます。

注１）本来は７割軽減ですが、軽減措置により平成26年度は8.5割軽減となります。

②所得割額　所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額33万円）が58万円（年金収入のみの場合は
211万円）以下の方は所得割額が５割軽減されます。

●被扶養者だった方の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、当分の間、所得割額はかか
らず、均等割額が５割軽減されます。
　さらに特例として、平成26年度は均等割額が９割軽減され、年額4,760円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。

保険料率

平成26・27年度 平成24・25年度

均等割額 47,603円 46,003円

所得割率 9.70％ 9.14％

平
成
26
年
度
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９（
４
３
５
）２
５
８
２

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）
対
象
の
方
へ

４月 ６月 ８月 10月 12月 翌年２月

仮徴収 本徴収

仮徴収（４・６・８月の支払い分）
　基本的に前年度最後の支払い月（２
月支払い分）と同じ金額が仮徴収とし
て、年金から天引きされます。

本徴収（10・12・翌年２月の支払い
分）
　今年度分の保険料額の確定を受け
て、仮徴収額との調整が行われます。
　「確定した保険料の年額 － 仮徴収
合計額」を３回（10・12・２月）に分
けて徴収されます。

立
候
補
予
定
者
説
明
会
の
開
催

　

同
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

５
月
７
日
㈬　

午
後
１
時
30
分

▼
場
所　

役
場
第
１
庁
舎
３
階
Ｂ
Ｃ
会
議
室

※
な
お
、
会
場
の
都
合
上
、
１
人
の
候
補
者
に
つ
き
出
席
者
は
３
人

以
内
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会 

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
７

町
長
選
挙
の
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す

投
票
立
会
人
の
募
集

▼
応
募
資
格
要
件　

町
内
に
居
住
し
、
播
磨
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
の
あ
る
有
権
者

▼
募
集
人
数　

26
人
（
各
投
票
所
２
人
ず
つ
）
応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
で
決
定
し
ま
す

▼
立
会
場
所　

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
投
票
所

▼
立
会
日
時　

投
票
日
当
日

６
月
29
日
㈰　

午
前
６
時
45
分
～
午
後
8
時

▼
報
酬　

1
万
1
千
円

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

５
月
９
日
㈮
ま
で
に
、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

で
の
応
募
は
、
件
名
「
投
票
立
会
人
」、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

常
時
連
絡
の
可
能
な
電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

選
挙
管
理
委
員
会　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
７

０
７
９
（
４
３
５
）
３
３
９
８

Ｅ
メ
ー
ル　

soum
u@

tow
n.harim

a.lg.jp
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